


平成１５年７月に、大館市と比内町、田代町、小坂町で任意合併協議会を設
置しましたが、同年１２月に比内町と小坂町が退会したことから、大館市と田
代町とで合併を目指すことになり、平成１６年３月に大館市・田代町（法定）
合併協議会が設置されました。
その後、比内町では、平成１６年５月２３日に「合併について町民の意思を

問う住民投票」を実施し、その結果をもとに大館市・田代町合併協議会へ参加
を申し込み、同年７月１日に「大館市・比内町・田代町合併協議会」が設置さ
れております。
合併協議会は、１市２町の首長や議会議長、議会議員の代表、学識経験者な

ど総勢２２人で構成されており、合併に当たり相互に調整を要する事項の協議
や確認、合併後のまちづくり計画（新市建設計画）の策定等に取り組んでおり
ます。
こうした協議や確認、計画の策定が終了しますと、１市２町それぞれの議会

と秋田県議会の議決、総務大臣の告示等を経て、平成１７年６月２０日には、
合併が実現する予定になっております。
この資料は、合併協議会での取り組み状況等について、１市２町の住民の皆

さんにお知らせするために作成したものです。
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本地域では少子高齢化が著しく、今後
もこの傾向は続くものと予測されていま
す。なかでも、生産年齢人口（１５～６４歳
の人口）は、３０年後には３割も減少し、
地域の過疎化、市町民税の減収、地域内
消費の減少など、地域活動や地域経済に
大きな影響を与えるものと危惧されてい
ます。
このような少子化社会・高齢化社会へ

の対応は本地域の重要な課題であり、１
市２町が独自ではなく一体的に取り組む
ことで、少子化や人口減少傾向の緩和に
つなげていくことが可能になります。

交通網や情報通信手段などの発達に
よって、私たちの日常生活の範囲は住ん
でいる市町村の区域を越えて、ますます
広がっています。都市計画や土地利用な
どの総合的な施策や、多様化する住民
ニーズに対応した事業についても、生活
圏に応じた一体的な取り組みが求められ
ています。
大館市、比内町、田代町においても、

既にごみやし尿の処理、消防・救急業務
など多くの分野で連携しています。また、
通勤や通学、買い物など日常生活の面に
おいても、既にひとつの生活圏と言え、
広い見地で一体的な行政施策を展開する
ことにより、施設の有効利用をはじめ、
利便性が高く暮らしやすいまちをつくる
ことが可能となります。

地方分権の推進により、地方自治体の
自治能力の向上が一層強く求められてい
ます。また、地域間競争の時代に突入し
ている今日、地域イメージがより重要に
なっています。
本地域は、秋田杉や忠犬ハチ公、比内

地鶏など個性的で魅力ある自然環境や歴
史・文化に恵まれております。
合併により市民や産業組織と行政が連

携して、こうした地域資源を有効活用し
ながら、北東北エリアの交通の要衝とし
てのメリットを活かすことにより、将来
にわたって発展を続ける独自の地域づく
りが可能になります。

昨今は、少子化・高齢化に伴う課題だ
けに限らず、国際化・高度情報化など、
多種多様かつ高度な行政ニーズへの対応
が求められています。
この共通の課題を抱える本地域が一つ

になれば、効率的で専門的な組織・機構
をつくることができ、意思決定のスピー
ドアップや経費の縮減、職員の専門知識
の向上、重点分野への適切配置などが可
能になります。
合併によって、組織の効率化と財政基

盤の安定化を進めることで、多種多様か
つ高度な行政ニーズへ対応していくこと
が可能になります。

１市２町の合併の必要性
１市２町はこう考えます

生活圏の広がりへの対応 多種多様で高度な行政ニーズへの対応

地方分権への対応人口減少、少子化・高齢化への対応
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“時の流れ”を常に
意識して、先人の営
みを敬い、次につな
げるために、現在（い
ま）のまちづくりを
考えていこうという
理念を表します

２１世紀に飛翔する環境先端都市
～地域の多彩な魅力で創造し、自然環境と都市機能が融合した北東北の拠点都市～

“北東北の拠点都市”と“地域共生のまちづくり”による、市民一人ひとりが笑顔で暮らすことの
できるまちとして、２１世紀に飛翔する「環境先端都市」の創造を目指します。

一人ひとりが自然に
感謝し、自然の恩恵
を活かす知恵を後世
に伝え残すために、
自然との調和を基本
としたまちづくりを
考えていこうという
理念を表します

時の流れを意識し、自然の営みと
心のつながりを大切にする、
地域の力を結集したまちづくり
この理念を胸に、市民一人ひとりが活躍するまちを目指します。

市民同士の交流と連
携を図り、知恵を出
し合い、汗を流しな
がら、心の共有を実
感できる一体感のあ
るまちづくりを、一
緒に考えていこうと
いう理念を表します

愛着の深い郷土であ
ることから、自分た
ちの手で地域づくり
を行い、その地域の
集合体としてのまち
づくりを考えていこ
うという理念を表し
ます

大館市・比内町・田代町合併協議会

将来の見通し
平成１２年と比較して合併１０年後の平成２７年には、総人口は約７，０００人減少（約８％減）する
と予測されています。内訳は、０－１４歳が約１，５００人減少（約１３％減）、１５－６４歳が約９，８００人
減少（約１８％減）、６５歳以上が約４，４００人増加（約２０％増）となっています。

年齢別
構 成

（人）

新市の将来像
まちづくりの基本理念と地域の将来像について見ていきましょう。

自然の営み 心のつながり 地域の力時の流れ

新市の基本理念

新市の将来像
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■リサイクルセンター整備事業
■経営体育成基盤整備事業
■中山間地域総合整備事業
■生産振興総合対策事業

■林道開設・改良事業
■木材加工施設整備費補助事業
■ＪＲ大館駅周辺整備事業
■中小企業振興事業

■大館能代空港利活用等推進事業
■イベント実施事業

■環境マネジメントシステム事業
■上水道施設改良整備事業
■簡易水道整備事業

■公共下水道事業
■農業集落排水事業
■合併処理浄化槽設置整備事業

■一般廃棄物処理事業（ＰＦＩ方式）
■資源ゴミ等処理事業

�１資源リサイクル産業の振興
�２農業の振興
�３林業の振興
�４商工業・新産業の振興
�５観光の振興

�１自然環境の保全と活用
�２水資源の確保と安定供給
�３水質の保全
�４廃棄物対策の推進
�５公害対策の推進

まちづくりの目標

目標 経経済済基基盤盤のの確確立立をを目目指指すす 環環境境とと調調和和ししたた産産業業都都市市１
私たちは、豊かな自然環境との調和

に重点を置いて、地域資源を生かした
次代を拓く産業の活性化をまち全体で
進めます。また、各産業の連携や新し
い生活関連産業の育成、新産業・起業
の創出などを図り、多様な産業による
力強い経済基盤を確立し、一人ひとり
の豊かな暮らしを支えていきます。

推 進 施 策

新市における主な事業

目標 自自然然とと調調和和ししたた潤潤いいののああるる 環環境境都都市市２
私たちは、環境との調和なくして新

市の発展はないものと考え、地球市民
としての環境意識の醸成を図り、森林、
河川、里山などの自然環境を良好に保
全していきます。また、家庭や地域に
おいては、環境に配慮した資源循環型
の生活を実践し、一人ひとりが自覚を
持って、先人から受け継いだ豊かな自
然環境を「郷土の誇り」として、将来
にわたって大切に守り育てます。

推 進 施 策

新市における主な事業
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■病院増改築事業
■デイサービスセンター建設事業
■児童館・保育所整備事業
■地域子育て支援センター事業

■学校施設維持修繕事業
■社会教育施設・新設維持改良事
業（図書館・民俗資料館等）

■市民文化会館自主事業

■秋田わか杉国体関連事業
■国際交流研修助成事業
■地区コミュニティ施設等改築事業

�１保健・医療の充実
�２福祉の充実
�３幼児教育の充実
�４学校教育・高等教育機関の充実
�５生涯学習（社会教育）の充実
�６文化・芸術の振興
�７スポーツ・レクリエーション
の振興

�８男女共同参画社会の実現
�９国際交流・地域間交流の推進
�１０コミュニティ活動の充実

大館市・比内町・田代町合併協議会

目標 健健ややかかでで生生ききががいいののああるる生生涯涯をを支支ええるる 健健康康文文化化都都市市３
私たちは、子どもから高齢者まで、

生涯を通じて、楽しみながら自分の能
力を発揮できる社会、確かな教育環境、
個性的な地域文化が集う、香り高い文
化都市の建設を目指します。
安心して生活を送るために、万一の

時に介護や医療などの心配がなく、心
が通いお互いを支え合う地域づくり、
そして、よく遊び、よく学び、よく働
く、生涯を健やかに過ごすことのでき
る、ふるさとづくりに取り組みます。

推 進 施 策

新市における主な事業
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■庁舎等改修事業 ■事務システム拡張更新事業

■日本海沿岸東北自動車道協力事業
■道路改良・舗装事業
■都市計画道路整備事業

■地域ネットワーク基盤整備事業
■市営住宅整備事業
■都市・河川公園整備事業

■ＪＲ早口駅周辺整備事業
■消防車両・設備整備事業

�１高速交通体系の整備
�２地域内道路網の整備
�３公共交通体系の充実
�４情報通信基盤の整備
�５定住環境の整備
�６地域安全（防災・消防・交通
安全・防犯）の整備

�１地域自治の推進
�２効率的な行財政運営の推進

目標 利利便便性性がが高高くく安安全全なな暮暮ららししをを支支ええるる 快快適適生生活活都都市市４
推 進 施 策私たちは、自然環境と都市機能が調

和した、人と活気にあふれた、賑わい
のあるまちを目指します。
そのために、高速交通体系と世界を

視野に入れた高度情報通信システムの
整備により、経済活動の活性化と定住
環境の向上を図ります。
また、自然災害や、高齢化、モータ

リゼーション（車社会）の発達に対応
した地域づくりを進め、安全で利便性
の高い生活空間の形成を図ります。

新市における主な事業

目標 自自立立ししたた地地域域がが共共栄栄すするる 地地域域協協働働都都市市５
推 進 施 策私たちは、よりよいまちづくりに向

けて、住民主導による自治機能を発揮
した、協働のまちづくりを目指します。
また、地域のネットワークづくりを

進め、ボランティア活動を促進してい
きます。
自分たちの豊かな未来を築くため、

人々が集い、笑顔がはじける賑わいの
中から、「ともに考え」、「ともに選び」、
「ともに行動する」、地域の中で市民が
中心となったまちづくりを推進します。

新市における主な事業
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大館地域
■新市の東部に位置し、主要国道やＪＲ幹線が交差する北東北の交通の要衝です。産業、経済、教育、文化、医
療の中心地として今日まで集積された拠点地域としての都市機能を一層高めるとともに、地域の特性を活か
したリサイクル産業の振興や企業誘致の推進、地元企業の育成等による雇用の創出と安定化を促進します。

■豊富な森林資源を維持し環境を保全しながら、農林業の生産性の向上と生活基盤の整備を促進します。
■福祉総合エリアを中心とした各種福祉サービスの拡充を図りながら、全ての住民が健康で安心して暮らせる
快適なまちづくりを推進します。

◎重点施策
●都市機能の充実と基盤施設の整備による快適居住環境の形成
●産業振興による雇用の創出と定住化の促進
●農林業の振興と環境の保全
●高度医療体制の整備と各種福祉サービスの拡充
●周辺地域との連携による高速交通社会の実現

比内地域
■新市の南部に位置し、トンブリや比内地鶏など地域特産物の生産振興と良質米の生産地域として生産性の高
い農業の基盤づくりを進めるとともに、豊かな自然環境と温泉資源を活用した滞在型の都市農村交流による
観光振興を推進します。

■扇田地区商店街の活性化に取り組むとともに、都市計画街路の整備をあわせ教育文化施設の整備を進め、良好
な住環境の整備により定住人口の拡大を目指します。

■特色ある地域コミュニティ活動の一層の充実、強化を図るとともに、住民と行政の協働により地域の伝統を守
りながら、新たな文化交流の充実を図ります。

■福祉施設の充実や公共施設のバリアフリー化を進めます。
◎重点施策
●農業・観光関連産業の振興
●扇田地区商店街の活性化
●地区コミュニティ活動の充実
●快適な居住環境の整備
●教育文化施設の充実
●保健・医療・福祉機能の充実

田代地域
■新市の西部に位置する白神山系田代岳などの自然に恵まれた地域であり、自然環境を保護し、観光、循環型農
業、林業の振興に努めます。新市の「住」を担う拠点地域として位置付けるため、ＪＲ早口駅周辺整備を推進
するとともに、地域人口定住、特に若者の定住促進を図るための快適な住宅供給と宅地開発、居住地区間道路
網等アクセス向上などの居住環境整備を図り、末永く便利で安心して暮らせる地域を目指します。

■住民の自発的なボランティア活動などの連携を密にして、それぞれの役割分担のもとに、一体的な地域福祉の
まちづくりを目指すとともに、学校や家庭、地域社会との連携強化による創造性と思いやりを育む人づくりを
推進します。

◎重点施策
●良好な居住生活環境の整備
●循環型農業と林業の振興
●県立自然公園田代岳を中心とした観光の振興
●主要国道とのアクセス向上のための道路網整備
●ともに支え合う地域福祉の充実
●生涯学習の推進

大館市・比内町・田代町合併協議会

地域別の将来ビジョン
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まちづくり重点プロジェクト
新市の長期的発展に大きく寄与し、かつ、新市の一体性確保に資する事業を重点プロジェクトと位
置付けて、最優先事業として推進します。

１ デジタルシティ（高度情報都市）プロジェクト
北東北の拠点都市にふさわしい、高度情報ネットワークを整備します。

２ 地域コミュニティの拠点づくりプロジェクト
各地域にコミュニティづくりの拠点施設となる、公民館の整備と機能の拡充を
図ります。

３ 次世代資源循環型社会形成プロジェクト
資源リサイクル産業を中心に、様々な研究・教育機関と連携して、
資源循環型社会の“未来”を研究し、実現を目指します。

４ 産業振興、起業支援、雇用拡大プロジェクト
これまで地域を支えてきた農林業、商工業を再構築・活性化するために、
関係機関と連携して、新市が自立できる産業基盤の整備を促進します。

５ 地域防災・危機管理体制強化プロジェクト
安全で安心なまちづくりを推進できる地域防災・危機管理体制の
充実強化を図ります。
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合併の方式
■比内町及び田代町を廃止し、その区域を大館市へ編入します。

合併の期日
■合併の期日は、平成１７年６月２０日とします。

新市の名称
■合併後の市の名称は、「大館市」とします。

新市の事務所の位置
■合併後の市の事務所の位置は、現大館市役所とします。現比内町役場及び現田代町役場については、住民
の利便性等を勘案して、必要職員を置く総合支所方式とし、空きスペースについては、分庁舎としての活
用を考慮します。

農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
■比内町農業委員会及び田代町農業委員会を大館市農業委員会に統合します。ただし、選挙による委員につ
いては次のとおり取り扱うものとします。
■合併前の比内町及び田代町の選挙による委員については、市町村の合併の特例に関する法律の規定を適用
し、平成１７年７月１９日まで在任するものとします。
■農業委員会等に関する法律の規定に基づき、合併後の大館市の農業委員会の選挙による委員の定数を２８人
とし、大館市の区域に４選挙区、比内町及び田代町の区域にそれぞれ１選挙区を設けるものとします。
■選挙区ごとの定数は、平成１７年３月３１日現在の選挙区の選挙人の数を基に、合併後最初に執行される大館
市の農業委員会の一般選挙までに定めるものとします。

議会の議員の定数及び任期の取扱い
■比内町及び田代町の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律の規定を適用し、大館市の議会の議員
の残任期間（平成１９年４月３０日まで）、引き続き合併後の大館市の議会の議員として在任するものとします。
■合併後の在任期間中の議員の報酬は、現行の３市町のそれぞれの額を適用します。
■合併後最初の一般選挙時（平成１９年４月）の定数の取扱いについては、定数特例を適用しないものとします。

合併協議会で方針が決定した主な事項（平成１６年９月１４日時点）

均 等 割
３，０００円

１市２町とも同じ
合 併 後 の 方 針

税率は現行のとおりとします。
所 得 割 １市２町とも同じ税率

合併後、私たちのの暮らしはどう変わるのでしょうか？ ここでは合併協議会で協議さ
れている項目の内、私たちの生活に深く関わる主なものについて、その協議状況（平成
１６年９月１４日時点）をお知らせします。

大館市・比内町・田代町合併協議会

新市のくらし

�基本的な項目

�生活に関すること

個人住民税
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※第１号被保険者基準額（所得段階：第３段階）

制限税率
（大館市）

標準税率
（比内町、田代町）

合 併 後 の 方 針

税率は大館市の税率に統一し
ます。ただし、合併前の大館市
に事務所又は事業所を有しな
い法人については、平成１９年度
まで標準税率を適用します。

均 等 割
資本金の金額または、
従業員数の区分に応じ
６万円から３６０万円

資本金の金額または、
従業員数の区分に応じ
５万円から３００万円

法 人 税 割 １４．７％ １２．３％

１市２町とも
標準税率 １．４％

合併後の方針

税率は現行のとおり
とします。

大館市 比内町、田代町
合 併 後 の 方 針

課税対象区域を大館市及び比内町の都市計画区域内
の用途地域とし、税率は現行の大館市の税率を適用し
ます。ただし、比内町については、平成１９年度まで課
税しないこととします。

税率 ０．１５％ なし

１市２町とも
標準税率 １５０円

（入湯客１人１日当たり）

合 併 後 の 方針

税率は現行のとおり
とします。

大館市 比内町 田代町 合 併 後 の 方 針
算 定 方 式 ３方式 ４方式 ３方式

算定方式は合併時に３方式に統一しま
す。
税率は平成１９年度まで不均一課税とし
て、平成２０年度に統一します。

医

療

分

所 得 割 ８．４７％ ７．２０％ ８．２０％
資 産 割 適用なし １２．３０％ 適用なし
均 等 割 １９，５００円 ２０，９００円 １４，０００円
平 等 割
限 度 額

２５，０００円 ２５，６００円 ２５，０００円
５３０，０００円 ５３０，０００円 ５３０，０００円

介

護

分

所 得 割 １．２３％ ０．６５％ １．０％
資 産 割 適用なし ６．０％ 適用なし
均 等 割 ５，６００円 ５，３００円 ５，６００円
平 等 割
限 度 額

４，０００円 ３，８００円 ３，５００円
８０，０００円 ８０，０００円 ８０，０００円

大館市 比内町 田代町 合 併 後 の 方 針
戸籍謄本抄本 ４５０円 ４５０円 ４５０円

合併時に大館市の料金に統一します。
住民票の写し ２００円 １００円 １００円
印 鑑 証 明 ２００円 １００円 １００円
所 得 証 明 書 ２００円 １００円 １００円

大館市 比内町 田代町 合 併 後 の 方 針

介護料（年額） ４４，４３６円 ４１，４００円 ３９，６００円
平成１７年度まで現行のとおりとし、平成
１８年度から統一します。

法人住民税

固定資産税 入湯税

都市計画税

国民健康保険税

各種証明書等交付手数料

介護保険
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継続して協議をしている事項（平成１６年９月１４日時点）

大 館 市 比 内 町 田 代 町 合併後の方針（案）

３ 歳 児 の
１人あたり
保育料月額

所得税８万円以上
１０万円未満世帯
３４，２００円

所得税８万円以上
１０万円未満世帯
２７，２４０円

所得税８万円以上
１０万円未満世帯
２４，９００円

平成１９年度まで、大館市は順次
引き下げ、比内町、田代町は順
次引き上げていきます。平成２０
年度から保育料を統一します。

大館市 比内町 田代町 合併後の方針（案）

１日１人
あ た り

小学校 ２６３円 ２６０円 ２５５円
（町負担分４５円を含む）

大館市と比内町は現行のとおりとしま
す。田代町は平成１７年度は現行のとお
りとし、町負担分を順次引き下げ、平
成１９年度に町負担分を廃止します。中学校 ２８１円 ２９０円 ２９０円

（町負担分５０円を含む）

小、中学校の通学区域は、現行のとおりとし、地域要望等により、必要に応じて新市において調
整します。

内 容 合 併 前 合 併 後

新
市
名
称
大
館
市

大
館
市
の
区
域

区域内の町（字）の区域及
び名称は、現行どおり。

大館市御成町○丁目○番○号
大館市字中城○番地
大館市十二所字上川代○番地
大館市花岡町字堂屋敷○番地

大館市御成町○丁目○番○号
大館市字中城○番地
大館市十二所字上川代○番地
大館市花岡町字堂屋敷○番地

比
内
町
の
区
域

区域内の町（字）の区域は
現行どおり。名称は、現行
の大字の前に「比内町」の名
称を付ける。

比内町扇田字上中島○番地
比内町独鈷字沢村○番地
比内町谷地中字大巻○番地
比内町大葛字大葛家後○番地

大館市比内町扇田字上中島○番地
大館市比内町独鈷字沢村○番地
大館市比内町谷地中字大巻○番地
大館市比内町大葛字大葛家後○番地

田
代
町
の
区
域

区域内の町（字）の区域及
び名称は、現行どおり。

田代町早口字深沢岱○番地
田代町岩瀬字大柳○番地
田代町山田字山田○番地
田代町外川原字上屋布○番地
田代町長坂字屋敷○番地
田代町山瀬字赤川○番地

大館市早口字深沢岱○番地
大館市岩瀬字大柳○番地
大館市山田字山田○番地
大館市外川原字上屋布○番地
大館市長坂字屋敷○番地
大館市山瀬字赤川○番地

大 館 市 比 内 町 田 代 町 合併後の方針
口径１３㎜料金
（一般家庭用）
２０�使用の場合

３，７６９円 ４，０３２円 ２，９４０円
簡易水道

平成１９年度まで現行のとおりとします。平成２０年
度から新料金を設定の上、統一します。

大館市 比内町 田代町 合併後の方針

水量（２０ｍ３）
使用の場合

公共 ３，０４５円 ３，０４５円 ２，６２５円 平成１９年度まで現行のとおりとします。平成２０年
度から新料金を設定の上、統一します。農集 一定 ３，０４５円 一定

大館市・比内町・田代町合併協議会

小、中学校の通学区

町名、字名 町名、字名は、平成１７年６月２０日から次のとおりとなります。

水道料（月額）

公共下水道使用料（月額）

保育料

学校給食費
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新市の将来像やまちづくり重点プロジェクトなどとの整合性に配慮しながら、新市における合併後１１年間
の財政計画を策定しました。
策定にあたっては、合併による経費の節減を考慮するとともに、合併特例債等の財政支援措置に加えて、
これからの新市の運営に必要な経費を計上しています。

新市においては、財政規模の拡大などによって次のような効果が発揮されるため、財政基盤の強化と弾力
的な財政運営が可能になります。
このため、新たなまちづくりのニーズに素早く対応することができます。

合併直後の臨時的経費に対する財政措置、
合併市町村に対する財政措置・補助金とし
て、１１年間で約４５億円の財政支援が受けら
れます。

このほか、合併特例債と呼ばれる資金を有
効に活用して建設事業を実施することがで
きます。

■合併直後の臨時的経費への
普通交付税措置
合併後６年間で …………約６．６億円

■速やかな一体性確保等に対する
特別交付税措置
合併後３年間で …………約６．０億円

■国・県からの補助金等
合併後５年間で ………約１０．５億円

■地方債の特例
（合併特例債の活用による普通交付税措置）
合併後１１年間で ………約２１．９億円

合併特例債…合併後のまちづくりのために
特に必要と認められる事業に
ついて、一定の財政支援を受
けて起債できる地方債のこと。
合併特例債の充当率は、対象
事業費の９５％であり、その元
利償還金の７０％が普通交付税
の基準財政需要額に算入され
ます。

新市における行政組織の効率化の取り組み
に加えて、議会議員の定数の削減、特別職
数の削減、一般職職員の退職者補充抑制な
どを行うことにより、１１年間で約３５．１億円
の人件費の削減を図ります。

■特別職の定数及び報酬の削減効果

■議員の定数及び報酬の削減効果

■職員数及び給与の削減効果

※平成１６年４月１日現在。

合

併

前

大館市…４人

比内町…３人

田代町…３人

計 １０人

合

併

前

大館市…２８人

比内町…２０人

田代町…１６人

計 ６４人

合

併

前

大館市…４６８人

比内町…１１３人

田代町…１００人

広域組合…１４４人

計 ８２５人

合
併
１１
年
後

６３２人

合
併
１１
年
後

３０人

合
併
１１
年
後

４人

財政の見通し

合合 併併 にに よよ るる 効効 果果

国国
・・
県県
かか
らら
１１１１
年年
間間
でで
約約
４４５５
億億
円円
のの
財財
政政
支支
援援
をを
受受
けけ
るる
ここ
とと
がが
でで
きき
まま
すす
。。

人人
件件
費費
をを
１１１１
年年
間間
でで
約約
３３５５
・・
１１
億億
円円
削削
減減
しし
まま
すす
。。

約
７
・
４
億
円

節
減

約
１２
・
８
億
円

節
減

（総額……約７５．９億円）

約
１４
・
９
億
円

節
減

※
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■地方交付税

地方交付税については、普通交付税の算定の特例
（合併算定替）により算定しています。また、合併
特例債の償還に係る交付税措置分や、その他の合
併支援措置分を見込んでいます。
■国庫支出金・県支出金

国庫支出金・県支出金については、新市建設計画
の事業に係るものを加えて見込んでいます。また、

合併による財政支援措置も見込んでいます。
■地 方 債

地方債については、通常債と新市建設計画に基づ
く合併特例債を見込むとともに、現行の地方財政
制度を基本に臨時財政対策債を見込んでいます。
■人 件 費

人件費については、議員報酬、特別職給、職員給
などの削減を見込んでいます。

区 分 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度
１１年間の
合 計

人 件 費 ６，９５８ ６，８３８ ６，５３３ ６，４１４ ６，２３２ ６，０４９ ５，８６６ ５，６８４ ５，５４９ ５，４１３ ５，３５８ ６６，８９４

扶 助 費 ４，１５１ ４，１９３ ４，２３６ ４，２７９ ４，３２２ ４，３６５ ４，４０９ ４，４５４ ４，４９９ ４，５４５ ４，５９０ ４８，０４３

公 債 費 ４，６３０ ４，５２４ ４，４３９ ４，４９３ ４，４６２ ４，３７６ ４，２３７ ３，９７６ ３，８５０ ３，６５７ ３，４３６ ４６，０８０

物 件 費 ４，０７０ ４，００５ ３，９４０ ３，８７５ ３，７５８ ３，６４１ ３，５２４ ３，４０７ ３，３２７ ３，２４６ ３，２１１ ４０，００４

維 持 補 修 費 ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ４８２ ５，３０２

補 助 費 等 １，７７２ １，８７５ ２，０３４ ２，１２２ ２，０５４ ２，０４５ １，９７４ １，９５２ １，８８７ １，８１７ １，８０３ ２１，３３５

繰 出 金 ３，３８４ ３，３７５ ３，４０１ ３，４０５ ３，４２７ ３，４３９ ３，４５８ ３，４８４ ３，５１５ ３，５４０ ３，５６６ ３７，９９４

積 立 金 ２，１２６ １，０５８ ７６７ ０ ０ ０ １１５ ４３７ ６６８ ８９２ １，１６２ ７，２２５

投資・出資・貸付金 ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ５８９ ６，４７９

普通建設事業費 ４，５８４ ４，４４１ ４，３８２ ４，３６５ ４，２０３ ３，５５０ ２，５３４ ３，４０２ ４，４４６ ４，１９６ ４，１９６ ４４，２９９

災害復旧事業費 １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １０ １１０

合 計 ３２，７５６３１，３９０３０，８１３３０，０３４２９，５３９２８，５４６２７，１９８２７，８７７２８，８２２２８，３８７２８，４０３ ３２３，７６５

区 分 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度
１１年間の
合 計

地 方 税 ７，５７５ ７，７８０ ７，８３８ ７，８３６ ７，８１８ ７，８１６ ７，７８６ ７，７５７ ７，７２９ ７，６９３ ７，６６４ ８５，２９２

地 方 譲 与 税 ５８８ ５８５ ５８５ ５８５ ５８５ ５８５ ５８１ ５８１ ５８１ ５８１ ５８１ ６，４１８

地 方 交 付 税 １１，２３０１１，０３３１０，７７６１０，４６２１０，３１０１０，１９９ ９，９５４ ９，８００ ９，６６６ ９，５４６ ９，３９６ １１２，３７２

国 庫 支 出 金 ３，６３６ ３，２５０ ３，３１２ ３，０７６ ３，２３９ ３，３０５ ３，０８４ ３，３３６ ３，６０７ ３，５９９ ３，６３３ ３７，０７７

県 支 出 金 １，３７０ １，３３０ １，３４４ １，３８３ １，４１４ １，２１９ １，１４６ １，１５４ １，１６２ １，２２７ １，２２８ １３，９７７

繰 入 金 １，５５４ ６１２ ２３５ ７３０ ３０５ ７５ ０ １１５ ３７９ ４７９ ６５２ ５，１３６

諸 収 入 ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ７３９ ８，１２９

地 方 債 ３，５２５ ３，５２３ ３，３９８ ２，６９３ ２，５３２ ２，０１５ １，３３１ １，８２３ ２，３９５ １，９５９ １９５９ ２７，１５３

そ の 他 ２，５３９ ２，５３８ ２，５８６ ２，５３０ ２，５９７ ２，５９３ ２，５７７ ２，５７２ ２，５６４ ２，５６４ ２，５５１ ２８，２１１

合 計 ３２，７５６３１，３９０３０，８１３３０，０３４２９，５３９２８，５４６２７，１９８２７，８７７２８，８２２２８，３８７２８，４０３ ３２３，７６５

大館市・比内町・田代町合併協議会

財財 政政 計計 画画
●歳 入 （（単単位位：：百百万万円円））

●歳 出 （（単単位位：：百百万万円円））
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（２）起債制限比率の推移

■起債制限比率とは？
財政構造の健全性（長期安定性）を示し、地方債の許可制限に関する指標です。この数値が高水準で推移
すれば、将来の公債費の負担は大きなものとなり財政構造は悪化します。
●（繰上償還を除いた一般財源の元利償還金－基準財政需要額の災害償還金－事業費補正の公債
費）／（標準財政規模－基準財政需要額の災害償還金－事業費補正の公債費）×１００％ ３ヵ年平均

（１）経常収支比率の推移

■経常収支比率とは？
財政の弾力性（ゆとり）を見るための指標です。この比率が高くなる程、公共施設の整備など投資的な経
費に充当する財源の余裕が少なくなり、財政運営が厳しくなります。
●経常経費充当一般財源／経常一般財源×１００％

■扶 助 費

扶助費については、過去の実績から推計し、２町
の生活保護費等の増加分を加えて見込んでいます。
■公 債 費

公債費については、既存償還予定額に、新市建設
計画事業における主要事業の実施に伴う新たな地
方債に係る償還見込額を加えて見込んでいます。

■物件費・補助費等

合併に伴う合理化・効率化による削減を見込んで
います。
■普通建設事業費

普通建設事業費については、新市建設計画事業に
基づく主な事業費及びその他経常的な事業を見込
んでいます。

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

９４．１％９２．２％９１．７％９２．８％９２．３％９１．６％９１．１％８９．８％８９．３％８８．４％８７．７％

経常収支比率
９６
９４
９２
９０
８８
８６
Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

１１．３％１１．５％１１．４％１１．５％１１．４％１１．４％１１．４％１１．２％１１．５％１１．０％１１．０％

起債制限比率
１１．８
１１．６
１１．４
１１．２
１１．０
１０．８

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

財財政政のの弾弾力力性性（（ゆゆととりり））はは？？

（％）

（年度）

財財政政構構造造のの健健全全性性（（長長期期安安定定性性））はは？？

（％）

（年度）
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